
昭
和
五
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
三
号

科
学
技
術
研
究
調
査
規
則

統
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、

科
学
技
術
研
究
調
査
規
則
（
昭
和
五
十
年
総
理
府
令
第
三

十
八
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
総
理
府
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
科
学
技
術

研
究
統
計
を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
「
科
学
技

術
研
究
調
査
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
関
し
て
は
、
こ

の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
調
査
の
目
的
）

第
二
条
　
科
学
技
術
研
究
調
査
は
、
我
が
国
に
お
け
る
科

学
技
術
に
関
す
る
研
究
活
動
の
状
態
を
調
査
し
、
科
学

技
術
振
興
に
必
要
な
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

（
調
査
日
）

第
三
条
　
科
学
技
術
研
究
調
査
は
、
毎
年
六
月
一
日
（
以

下
「
調
査
日
」
と
い
う
。
）
現
在
に
よ
っ
て
行
う
。

（
調
査
の
対
象
）

第
四
条
　
科
学
技
術
研
究
調
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
（
以
下
「
調
査
組
織
体
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

行
う
。

一
　
統
計
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
統
計
基
準
で

あ
る
日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
産
業
（
次
の
イ

か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
主
た
る

事
業
と
す
る
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
会
社
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
大
分
類
Ｉ―

卸
売
業
、
小
売
業
（
中
分
類
五
〇

―

各
種
商
品
卸
売
業
、
中
分
類
五
一―

繊
維
・
衣

服
等
卸
売
業
、
中
分
類
五
二―

飲
食
料
品
卸
売

業
、
中
分
類
五
三―

建
築
材
料
、
鉱
物
・
金
属
材

料
等
卸
売
業
、
中
分
類
五
四―

機
械
器
具
卸
売
業

及
び
中
分
類
五
五―

そ
の
他
の
卸
売
業
を
除
く
。
）

ロ
　
大
分
類
Ｊ―

金
融
業
、
保
険
業
（
中
分
類
六
三

―

協
同
組
織
金
融
業
及
び
中
分
類
六
四―

貸
金

業
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
業
等
非
預
金
信
用
機
関

（
小
分
類
番
号
六
四
九
　
そ
の
他
の
非
預
金
信
用

機
関
（
細
分
類
番
号
六
四
九
一
　
政
府
関
係
金
融

機
関
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）

ハ
　
大
分
類
Ｋ―

不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業

ニ
　
大
分
類
Ｌ―

学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ

ス
業
（
中
分
類
七
三―

広
告
業
に
限
る
。
）

ホ
　
大
分
類
Ｍ―

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

ヘ
　
大
分
類
Ｎ―

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業

ト
　
大
分
類
Ｏ―

教
育
、
学
習
支
援
業

チ
　
大
分
類
Ｐ―

医
療
、
福
祉

リ
　
大
分
類
Ｑ―

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

ヌ
　
大
分
類
Ｒ―

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な

い
も
の
）
（
中
分
類
九
一―

職
業
紹
介
・
労
働
者

派
遣
業
及
び
中
分
類
九
二―

そ
の
他
の
事
業
サ
ー

ビ
ス
業
を
除
く
。
）

二
　
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
法
人
が
出
資
す
る

そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
活
動
又
は

事
業
を
実
施
す
る
会
社

イ
　
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三

号
）
第
三
十
四
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
研
究

開
発
法
人
　
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出

の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
の
六
第
一

項
第
三
号
ハ
の
活
動

ロ
　
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十

二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法

人
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用

機
関
法
人
　
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十

五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
第

一
号
の
事
業

ハ
　
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公

立
大
学
法
人
　
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令

（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八
十
六
号
）
第
四
条

第
二
号
ロ
の
事
業

ニ
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
に
基
づ
く
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
を
設
置

す
る
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
　
学
校

法
人
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
の
成
果
を
活

用
し
よ
う
と
す
る
民
間
事
業
者
そ
の
他
の
者
と
共

同
し
て
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
て
行
う
当
該
研
究

開
発
の
成
果
を
実
用
化
す
る
た
め
に
必
要
な
研
究

開
発
活
動

ホ
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
を
設
置
す
る
構
造

改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十

九
号
）
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置

会
社
　
学
校
設
置
会
社
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る

研
究
の
成
果
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
民
間
事
業
者

そ
の
他
の
者
と
共
同
し
て
又
は
そ
の
委
託
を
受
け

て
行
う
当
該
研
究
開
発
の
成
果
を
実
用
化
す
る
た

め
に
必
要
な
研
究
開
発
活
動

三
　
独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令

第
二
十
八
号
）
の
別
表
に
掲
げ
る
法
人

四
　
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

（
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
を
除
く

。
）

五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
主
た
る
目

的
が
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
又
は
調
査
研
究

で
あ
る
法
人

六
　
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九

号
）
第
三
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
機

関
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

二
十
号
）
第
八
条
の
二
及
び
第
八
条
の
三
に
規
定
す

る
機
関
並
び
に
普
通
地
方
公
共
団
体
の
施
設
で
科
学

技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
又
は
調
査
研
究
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の

七
　
学
校
教
育
法
第
八
十
五
条
本
文
に
規
定
す
る
大
学

の
学
部
、
同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
大
学
の
学
部

以
外
の
教
育
研
究
上
の
基
本
と
な
る
組
織
、
同
法
第

九
十
六
条
に
規
定
す
る
研
究
所
そ
の
他
の
研
究
施

設
、
同
法
第
百
条
に
規
定
す
る
大
学
院
の
研
究
科
、

同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
大
学
院
の
研
究
科
以
外

の
教
育
研
究
上
の
基
本
と
な
る
組
織
、
同
法
第
百
八

条
に
規
定
す
る
短
期
大
学
及
び
同
法
第
十
章
に
規
定

す
る
高
等
専
門
学
校
並
び
に
国
立
大
学
法
人
法
第
二

条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

（
調
査
の
種
類
）

第
五
条
　
科
学
技
術
研
究
調
査
は
、
甲
調
査
、
乙
調
査
及

び
丙
調
査
と
す
る
。

２
　
甲
調
査
は
、
前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
調

査
組
織
体
の
う
ち
か
ら
、
総
務
大
臣
の
選
定
し
た
も
の

に
つ
い
て
行
う
。

３
　
乙
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
調
査
組
織
体
に
つ
い
て
行

う
。

一
　
前
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
調
査
組
織
体

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
又
は
調
査
研
究

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
調
査
組

織
体

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
調
査
組
織
体
以
外
の
も
の
の
う
ち

か
ら
、
総
務
大
臣
の
選
定
し
た
も
の

二
　
前
条
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
調
査
組
織
体

４
　
丙
調
査
は
、
前
条
第
七
号
に
掲
げ
る
調
査
組
織
体
に

つ
い
て
行
う
。

（
調
査
事
項
等
）

第
六
条
　
科
学
技
術
研
究
調
査
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る

様
式
に
よ
る
調
査
票
に
よ
り
、
調
査
組
織
体
に
係
る
次

に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
甲
調
査
に
あ
っ
て
は
第
一
号

イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ト
か
ら
リ
ま
で
、
第
二
号
イ
並
び

に
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
、
乙
調

査
に
あ
っ
て
は
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
ヘ
、
ト
及
び

ヌ
、
第
二
号
、
第
三
号
並
び
に
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で

及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
を
、
丙
調
査
に
あ
っ
て
は
第
一

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
及
び
ヌ
、
第
三
号

並
び
に
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

を
調
査
す
る
。

一
　
調
査
組
織
体
に
関
す
る
事
項

イ
　
名
称

ロ
　
所
在
地

ハ
　
法
人
番
号

ニ
　
事
業
の
種
類

ホ
　
学
校
等
の
種
類

ヘ
　
学
問
別
区
分

ト
　
従
業
者
数

チ
　
資
本
金

リ
　
総
売
上
高

ヌ
　
支
出
総
額

二
　
研
究
の
実
施
に
関
す
る
事
項

イ
　
研
究
の
実
施
の
有
無

ロ
　
研
究
の
種
類

三
　
研
究
関
係
従
業
者
に
関
す
る
事
項

イ
　
研
究
関
係
従
業
者
数

ロ
　
専
門
別
研
究
者
数

ハ
　
採
用
・
転
入
研
究
者
数

ニ
　
転
出
研
究
者
数

四
　
研
究
費
に
関
す
る
事
項

イ
　
内
部
で
使
用
し
た
研
究
費

ロ
　
外
部
か
ら
受
け
入
れ
た
研
究
費

ハ
　
外
部
へ
支
出
し
た
研
究
費

ニ
　
性
格
別
研
究
費

ホ
　
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
分
野
別
研
究
費

ヘ
　
特
定
目
的
別
研
究
費

五
　
国
際
技
術
交
流
に
関
す
る
事
項

２
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
告
示

す
る
。

（
調
査
の
方
法
及
び
期
間
）

第
七
条
　
科
学
技
術
研
究
調
査
は
、
総
務
大
臣
が
調
査
票

を
調
査
組
織
体
ご
と
に
送
付
し
、
及
び
回
収
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
科
学
技
術
研
究
調
査
は
、
調
査

日
の
属
す
る
年
の
五
月
十
六
日
か
ら
七
月
十
五
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
行
う
。

（
報
告
の
義
務
及
び
方
法
）

第
八
条
　
科
学
技
術
研
究
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
第
六
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
甲
調
査
、
乙
調

査
又
は
丙
調
査
の
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
に
係
る
事
項
に
つ

1



い
て
、
当
該
調
査
組
織
体
の
代
表
者
（
当
該
調
査
組
織

体
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
代
表
す
る
者
を

い
い
、
法
人
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
管
理
す

る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
調
査
組
織
体
の
代
表
者
が
不
在
そ
の
他
の
事
由
に
よ

り
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
事
実
上
当

該
調
査
組
織
体
の
代
表
者
に
代
わ
る
者
は
、
当
該
調
査

組
織
体
の
代
表
者
に
代
わ
っ
て
当
該
報
告
を
行
う
も
の

と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
報
告
は
、
調
査
票
に
記
入
し
、
及
び
当
該

調
査
票
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
調
査
票
の
送
付
又
は
回
収

の
手
続
等
）

第
九
条
　
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
の
送
付

又
は
回
収
の
手
続
は
、
調
査
票
に
代
え
て
電
磁
的
記
録

媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
報
告
を
行
う
者
は
、
総
務
大
臣
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
電
磁
的
記
録
媒
体
に
、

調
査
事
項
情
報
を
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
、
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
手
続
に
つ
い
て

は
、
調
査
票
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第

七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
結
果
の
公
表
等
）

第
十
条
　
総
務
大
臣
は
、
調
査
票
の
審
査
及
び
集
計
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
速
や
か
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
票
等
の
保
存
）

第
十
一
条
　
総
務
省
統
計
局
長
は
、
調
査
票
を
二
年
間
、

調
査
票
の
内
容
が
転
写
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
及
び

結
果
原
表
又
は
結
果
原
表
が
転
写
さ
れ
て
い
る
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
を
永
年
保
存
す
る

も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

科
学
技
術
研
究
調
査
規
則
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
六
年

に
実
施
す
る
科
学
技
術
研
究
調
査
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
四
月
二
二
日
総
理
府
令

第
二
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

科
学
技
術
研
究
調
査
規
則
の
規
定
は
、
同
規
則
第
三
条

の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
五
十
七
年
に
行
う
調
査
か
ら
適

用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
四
月
二
二
日
総
理
府
令

第
一
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

科
学
技
術
研
究
調
査
規
則
の
規
定
は
、
同
規
則
第
三
条

の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
五
十
八
年
に
行
う
調
査
か
ら
適

用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
九
日
総
理
府
令

第
三
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
二
九
日
総
理
府
令

第
一
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
四
月
一
日
総
理
府
令
第

一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
五
月
一
〇
日
総
理
府
令
第

二
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
二
八
日
総
理
府
令
第

四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
三
月
三
一
日
総
理
府
令
第

六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
二
九
日
総
理
府
令
第

六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
二
三
日
総
理
府
令
第

七
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
四
日
総
理
府
令
第

八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
総
理
府
令

第
一
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
総
理
府
令

第
三
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
総
理
府
令

第
三
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令

第
九
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

八
条
の
改
正
規
定
中
別
表
第
二
栃
木
県
の
項
、
同
表
群

馬
県
の
項
及
び
同
表
長
野
県
の
項
を
改
め
る
部
分
並
び

に
同
表
静
岡
県
の
項
を
削
る
部
分
並
び
に
第
二
十
二
条

の
改
正
規
定
中
「
、
同
法
第
三
章
の
四
に
規
定
す
る
大

学
入
試
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
部
分
及
び
別
記
様
式
中

「
，
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
部
分
は
、
平
成
十

三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
五
日
総
務
省
令

第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
二
五
日
総
務
省
令

第
一
〇
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
一
八
日
総
務
省
令

第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
六
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
十
六
年
に
実
施
す
る
調
査
の
特
例
）

第
二
条
　
平
成
十
六
年
に
実
施
す
る
科
学
技
術
研
究
調
査

に
お
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与

機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ

ー
及
び
独
立
行
政
法
人
メ
デ
ィ
ア
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー

に
つ
い
て
は
丙
調
査
を
行
う
。

２
　
平
成
十
六
年
に
実
施
す
る
科
学
技
術
研
究
調
査
に
お

い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
メ
デ

ィ
ア
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評

価
・
学
位
授
与
機
構
並
び
に
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学

財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
の
各
代
表
者
が
第
八
条
第
一
項

に
基
づ
き
行
う
申
告
は
、
そ
れ
ぞ
れ
旧
国
立
学
校
設
置

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
三
章
の
三

に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
、
同
法
第
三
章
の
五

に
規
定
す
る
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
及
び
同
法
第

三
章
の
六
に
規
定
す
る
国
立
学
校
財
務
セ
ン
タ
ー
に
係

る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
一
日
総
務
省
令
第

一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
一
九
日
総
務
省

令
第
一
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
〇
日
総
務
省

令
第
一
四
一
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
統
計
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
二
四
日
総
務
省
令

第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
四
月
二
日
総
務
省
令
第

四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
二
八
日
総
務
省
令
第

四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
二
七
日
総
務
省
令
第

三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
済
構
造
実
態
調
査
の
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て

行
う
調
査
の
特
例
）

第
二
条
　
調
査
組
織
体
の
う
ち
経
済
構
造
実
態
調
査
（
経

済
構
造
実
態
調
査
規
則
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
・
経

済
産
業
省
令
第
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い

う
。
）
の
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
調
査
は
、

科
学
技
術
研
究
調
査
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

第
六
条
第
一
項
第
一
号
ニ
、
チ
及
び
リ
に
掲
げ
る
調
査

事
項
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
、
経
済
構
造
実
態
調

査
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
省
統
計
局
長
及

び
経
済
産
業
大
臣
が
保
存
し
て
い
る
調
査
事
項
情
報
が

転
写
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
か
ら
同
規
則
第
七
条
第

一
項
第
一
号
ハ
の
う
ち
資
本
金
等
の
額
、
ホ
及
び
ト
に

掲
げ
る
調
査
事
項
に
係
る
内
容
を
電
磁
的
記
録
に
転
写

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
規

則
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
当

該
電
磁
的
記
録
を
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た

調
査
事
項
情
報
と
み
な
し
て
、
第
九
条
及
び
第
十
条
の

規
定
を
適
用
す
る
。
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